
大学発ベンチャー創出に関する文部科学省の施策

大学発新産業創出プログラム（START） 【H24～】【対象：大学等の研究者及び事業プロモーター】

○大学等の革新的技術の研究開発支援と、民間の事業化ノウハウを持った人材による事業化支援を一体的に実施

○大学等にて創出された技術シーズを社会還元するため、アントレプレナー教育の提供とビジネスモデルの探索活
動を支援（SCORE【STARTの一部として実施】）

次世代アントレプレナー育成事業
（EDGE-NEXT）【H29～】

対象：大学等５コンソーシアム（主幹機
関【東北大学、東京大学、名古屋大学、
九州大学、早稲田大学】 ）

○実際に起業まで行える高度な実践
プログラムを構築する機関の取組を
支援

起業人材の育成 起 業 成 長 ・ 発 展

出資型新事業創出支援プログラム（SUCCESS） 【H26～】
【対象：JSTの研究開発成果の実用化を目指すシード・

アーリー段階にあるベンチャー企業】

○研究開発成果の実用化を目指すベンチャー企業に
対して出資並びに人的及び技術的援助を行う

0文部科学省所管の研究開発法人発ベンチャー創出に係る取組の例

NIMSの取組
○物質・材料研究を総合的に行う中核機関として、基礎研究と民間企業のニーズの
融合による未来を見据えた非連続な革新材料等の創出に向けたオープンプラット
フォームの形成や最先端研究施設・設備の共用体制整備等を推進することで、ア
カデミアのみならずベンチャー企業・中小企業を含む事業化に向けた研究開発へ
の支援を実施。

○ベンチャーへの支援として、認定企業に対し、特許等の実施許諾等の契約一時
金免除、NIMSの施設・設備の廉価使用、NIMSが顧問契約をしている法務、知的
財産等に係る専門家への相談を無料とするなど支援。 （累計14社）

産学共同実用化開発事業（NexTEP）「未来創造ベンチャータイプ」【H28～】
【対象：原則として設立後10年以内の未上場企業】

○大学等のシーズを用いた実用化開発を融資型で支援

理研の取組
○研究資源（ヒト・モノ・カネ）のマッチングによる企業と理研の一体チームを組織し
た研究開発の実施など、基礎研究から実用化研究まで、企業と理研が一定期
間伴走（共同研究）し、円滑に技術移転を図る制度（バトンゾーン制度）を運用
し、事業化を促進。

○理研の研究成果の迅速な普及と実用化を目指したベンチャー
企業を創出するため「理研ベンチャー認定・支援制度」を設け、
積極的に支援（累計47社：うち2社上場、2社M&A）。

〇あわせて、理研と企業との共同研究の促進や理研ベンチャーへの支援活動等
を行う、「イノベーション事業法人（仮称）」を出資により設立することを検討中。

官民イノベーションプログラム【H26～】
【対象：東北大学・東京大学・京都大学・大阪大学】

○国立大学自身が世界最高水準の独創的な研
究開発に挑戦し、その成果を新産業の創出に
つなげるため、上記４大学に出資
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